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○北九州市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 

平成２１年３月３１日 

規則第３７号 

改正 平成２１年６月１９日規則第４５号 

令和２年５月２６日規則第４３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北九州市動物の愛護及び管理に関する条例（平成２１年

北九州市条例第１３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（標識） 

第２条 条例第１１条に規定する標識は、第１号様式のとおりとする。 

（係留の除外） 

第３条 条例第１２条第４号に規定する規則で定めるときは、次に掲げるとき

とする。 

（１） 人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を展覧会、

競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。 

（２） 人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼い犬を曲芸、映

画製作その他これらに類するもののために使用するとき。 

（公共の場所） 

第４条 条例第１４条第１項に規定する公共の用に供する場所で規則で定める

ものは、次に掲げるものとする。 

（１） 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する道路 

（２） 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条第１項に規定する都

市公園 

（３） 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条第１項に規定する河川

及び同法第１００条第１項に規定する準用河川並びに北九州市普通河川管

理条例（昭和４６年北九州市条例第４８号）第２条第１項に規定する普通

河川 

（４） 港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第２条第５項に規定する港湾
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施設 

（５） 前各号に掲げる場所のほか、公衆の通行に供されている道路、駅前

広場その他不特定多数の者が自由に利用することができる場所 

（事故発生時の届出等） 

第５条 条例第１５条第１項の規定による届出は、事故発生届により行わなけ

ればならない。 

２ 条例第１５条第２項の規定による届出は、こう傷事故発生届により行わな

ければならない。 

（犬及びねこの引取りを求める場合の申請） 

第６条 条例第１７条第１項の規定により犬又はねこの引取りをその所有者が

求める場合は、次に掲げる事項を明らかにした引取り申請書を市長に提出し

なければならない。 

（１） 所有者の住所及び氏名 

（２） 犬又はねこを飼養することができない理由 

（３） 犬又はねこの種類、性別及び年齢 

（４） 狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第４条第２項に規定す

る登録の番号（犬の場合に限る。） 

２ 条例第１７条第４項の規定により所有者の判明しない犬又はねこの引取り

をその拾得者が求める場合は、次に掲げる事項を明らかにした引取り申請書

を市長に提出しなければならない。 

（１） 拾得者の住所及び氏名 

（２） 犬又はねこを拾得した場所 

（収容する負傷動物） 

第７条 条例第１８条第１項に規定する市長が定める動物は、いえうさぎ、鶏

及びあひるとする。 

（犬捕獲従事者証） 

第８条 条例第１９条第５項に規定する証票は、第２号様式のとおりとする。 

（収容した犬、ねこ等の公示） 

第９条 条例第２０条第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）の
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規定による公示は、次に掲げる事項について、北九州市動物愛護センターの

掲示板に掲示することにより行うものとする。 

（１） 犬、ねこ等を捕獲し、又は拾得した日 

（２） 犬、ねこ等を捕獲し、又は拾得した場所 

（３） 動物の種類、性別、推定年齢及び毛色その他の特徴 

（平２１規則４５・一部改正） 

（収容した犬、ねこ等の返還） 

第１０条 次に掲げる動物の返還を受けようとする当該動物の所有者は、返還

申請書を市長に提出しなければならない。 

（１） 条例第１７条第４項の規定により引き取った犬又はねこ 

（２） 条例第１８条第１項の規定により収容した負傷動物 

（３） 条例第１９条第１項の規定により収容した飼い犬等 

（犬、ねこ等の処分に係る譲渡の促進） 

第１１条 条例第２０条第２項（同条第３項において準用する場合を含む。）

の規定により、収容した犬、ねこ等の処分を行う場合は、条例第２１条第１

項に規定する飼養を希望する者への譲渡を行うよう努めるものとする。 

２ 条例第２１条第２項の規定による申出は、譲渡申請書により行わなければ

ならない。 

（野犬の捕獲の方法） 

第１２条 条例第２２条第１項の規定による薬物を使用した野犬の捕獲は、道

路、空地、広場、堤防その他適当な場所に、薬物を混入した魚肉その他の適

当なえさを置いて行うものとする。 

２ 前項に規定するえさには、えさごとに、それが薬物による野犬の捕獲のた

めのものである旨を表示するものとする。 

３ 市長は、薬物による野犬の捕獲の期間中、その職員をして、えさの置かれ

た場所を巡視させ、かつ、捕獲の実施の時間が経過した後直ちにえさを回収

させるものとする。 

（野犬の捕獲の告示等） 

第１３条 条例第２２条第２項の規定による告示は、捕獲開始の日の３日前ま



北九州市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則 

でに行うものとする。 

２ 前項に規定する告示のほか、捕獲を行う期間、区域及び方法については、

次に掲げる措置を講じることにより住民への周知を行うものとする。 

（１） 捕獲を行う区域内及びその近辺の公衆の見やすい場所に掲示するこ

と。 

（２） 捕獲を行う区域及びその近辺の住民に対し、広報車等により知らせ

ること。 

（勧告） 

第１４条 条例第２３条の規定による勧告は、勧告書を交付して行うものとす

る。 

（命令） 

第１５条 条例第２４条第１項の規定による命令は、措置命令書を交付して行

うものとする。 

２ 条例第２４条第２項の規定による命令は、改善命令書を交付して行うもの

とする。 

３ 条例第２４条第３項の規定による命令は、回収命令書を交付して行うもの

とする。 

（立入調査員証） 

第１６条 条例第２５条第２項に規定する証票は、第３号様式のとおりとする。 

（動物愛護管理員の身分証明書） 

第１７条 条例第２６条第１項に規定する動物愛護管理員は、同条第３項に規

定する事務を行うに際し、その身分を明らかにするため、北九州市動物愛護

管理員証を所持しなければならない。 

２ 前項に規定する北九州市動物愛護管理員証は、第４号様式のとおりとする。 

（動物愛護推進員の身分証明書） 

第１８条 条例第２７条に規定する動物愛護推進員は、同条に規定する活動を

行うに際し、その身分を明らかにするため、北九州市動物愛護推進員証を所

持しなければならない。 

２ 前項に規定する北九州市動物愛護推進員証は、第５号様式のとおりとする。 
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（過料処分の手続） 

第１９条 条例第３４条の規定による過料の処分は、過料処分決定通知書を交

付して行うものとする。 

２ 市長は、前項の処分を行おうとするときは、当該処分を受ける者に対し、

あらかじめ告知書により告知し、期限を定めて弁明の機会を付与するものと

する。 

（手数料） 

第２０条 条例別表第８号の中欄に規定する規則で定める額は、次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１） 狂犬病予防法第４条第２項に規定する鑑札及び同法第５条第２項に

規定する注射済票を着けた犬 １頭につき３，０００円 

（２） 前号に掲げる犬以外の犬 １頭につき５，０００円 

（帳票の様式） 

第２１条 次に掲げる帳票の様式は、別に保健福祉局長が定める。 

（１） 事故発生届 

（２） こう傷事故発生届 

（３） 引取り申請書 

（４） 返還申請書 

（５） 譲渡申請書 

（６） 勧告書 

（７） 措置命令書 

（８） 改善命令書 

（９） 回収命令書 

（１０） 過料処分決定通知書 

（１１） 告知書 

（委任） 

第２２条 この規則の施行に関し必要な事項は、保健福祉局長が定める。 

付 則 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 

（北九州市飼い犬の取締り等及び野犬捕獲に関する条例施行規則の廃止） 

２ 北九州市飼い犬の取締り等及び野犬捕獲に関する条例施行規則（昭和３９

年北九州市規則第１６号。以下「飼い犬条例施行規則」という。）は、廃止

する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の飼い犬条例施行規則第１

条の規定により定められた標識は、第２条に規定する標識とみなす。 

４ この規則の施行の日の前日までに、付則第２項の規定による廃止前の飼い

犬条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則

の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

付 則（平成２１年６月１９日規則第４５号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 

付 則（令和２年５月２６日規則第４３号） 

この規則は、令和２年６月１日から施行する。ただし、第４号様式（裏）の

改正規定（「第２４条第１項」の次に「（法第２４条の４第１項において読み

替えて準用する場合を含む。）」を加える部分に限る。）は、公布の日から施

行する。 
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